
令和２年第３回清瀬市農業委員会会議録 

 

令和２年３月２３日午後２時から午後２時２５分、健康センター会議室に

おいて、清瀬市農業委員会を開催した。 

 

１ 出席委員  会  長  第 ７ 番   松 村 俊 夫 

会長職務代理  第１０番   村 野 政 光 

  第 １ 番  三上 由明  第 ２ 番  小寺 茂 

  第 ３ 番  金子 秀計  第 ４ 番  中田 和夫 

  第 ５ 番  後藤 由美子  第 ６ 番  横山 眞一 

  第 ８ 番  増田  武   

  第１１番  粕谷 春夫  第１２番  村野 和博 

  第１３番  中村 英明  第１４番  小寺 正明 

 

２ 欠席委員  第 ９ 番  齊藤 忠之 

 

３ 議長    松村 俊夫(会長) 

 

４ 書記    木村広昇・中野正明・矢吹潤平 

 

５ 付議事項（１）相続税納税猶予制度に基づく「引き続き農業経営を行っ

ている旨の証明願」 

（２）「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明 

願」について 

（３）農地法関係〔４・５条関係〕 

（４）その他 

 

議 長   皆さんこんにちは。定刻になりましたので、令和２年第３回の

清瀬市農業委員会を始めたいと思います。本日は委員会終了後

に予定していた農協の地区選出理事、役員の皆様との意見交換

会は新型コロナウイルス感染症の関係で中止となっています。

また様子を見ながら日を改めて、日程等の調整はしたいと思い

ます。また３月においては事業推進協議会、臨時総会、常設審

議会は書面でのやりとりになりました。テレビでも報道してい

る通りオリンピックに関してもどうなるかわからない状態にな

っております。東京都の会議、清瀬市の行政委員会の会議に関

しましても予断を許さない状態になっておりますので逐一連絡

を取っていきたいと思っておりますので協力をお願いいたしま

す。 

 



本日は委員１４名中１３名の出席となっております。会議規則

第６条の規定により過半数を満たしておりますので、本日の総

会は成立いたします。委員会を開催するにあたり議事録署名委

員を指名させていただきます。第５番委員の後藤委員、第６番

委員の横山委員となっております。よろしくお願いいたしま

す。 

 

議 長   議案第１号 相続税納税猶予制度に基づく、「引き続き農業経

営を行っている旨の証明願」を議題とさせていただきます。 

 

 

事務局より、議案の朗読と説明をお願いしたいと思います。 

 

事務局   はい。こちらは相続税納税猶予制度を適用された方が、３年ご

との報告を税務署に行う際に必要な書類になっております。 

 

申請者の住所氏名等は省略させていただきます。 

 

1件目 申請年月日 令和２年３月２日、申請回数５回目。 

 

以上でございます。 

 

 

議 長   只今、事務局で朗読説明ございました。担当地区の委員さんが

現地を確認しておりますので、報告をお願いします。 

 

１件目、粕谷委員よりお願いいたします。 

 

粕谷委員   ３月２日の午後に事務局の矢吹さんと現地確認を行いました。

野菜と果実が半々くらいの畑ですが、ブルーベリーとキウイの

部分に草が生えており改善を依頼してきました。後日に確認調

査をしましたところ綺麗になっていましたので、問題ありませ

んでした。 

 

議 長   只今担当委員より説明がございました。各委員何か質問はあり

ますでしょうか。 

 

委 員   異議なし。 

 

議 長   それでは、異議なしという事で承認させていただきます。 



 

議案第２号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証

明願」を議題とさせていただきます。事務局より説明をお願い

たします。 

 

事務局   はい。こちらは、生産緑地の買取り申出を行う場合、こちらの

証明書が必要になります。それでは読み上げさせていただきま

す。届出者の住所氏名等は省略させていただきます。 

 

 

１件目 土地の表示 下清戸四丁目７２９番１、地目 畑、地

積 １５２㎡、他１０筆、合計 ６，１６３㎡、買取申出事由 

死亡のため。 

 

以上でございます。 

 

議 長   こちら、死亡でございます。何か質問はございますか。 

 

委 員   異議なし。 

 

議 長   それでは、承認させていただきます。 

 

議案第３号「農地法４・５関係」を議題とさせて頂きます。４

条１件の専決処理報告を事務局より、お願いします。 

 

事務局   はい、それでは農地法第４条１項８号の規定による自己による

農地転用の届出、専決処理報告をさせていただきます。申請者

の住所氏名等は省略させて頂きます。受付期間は２月１１日か

ら３月１０日までとなっております。 

 

１件目、土地の表示 野塩三丁目２１番２、地目 畑、地積 

２２２㎡、転用の目的 戸建住宅、３月４日 受付、３月９日 

処理。 

 

以上でございます。 

 

議 長   質問等はございますか。 

 

委 員   特になし 

 



議 長   以上が４条の報告です。続きまして、農地法第５条５件の専決処

理報告です。 

 

１件目に関してですが清瀬市農業委員会会議規則第１０条、委

員会の委員は自己または同居の親族、もしくはその配偶者の事

項についてはその議事に参与することができないということに

なっておりますので、中村委員はしばらくの間は退出をお願い

します。 

 

～中村委員退出～ 

 

事務局より、議案の朗読と説明をお願いしたいと思います。 

 

事務局 はい、それでは農地法第５条第１項第７号の規定による権利移

動を伴う農地転用の届出、専決処理報告をさせていただきます。

申請者の住所氏名等は省略させて頂きます。受付期間は２月１

１日から３月１０日までとなっております。 

  

１件目、土地の表示 中里三丁目１０９５番１、地目 畑、地

積 ６０４㎡、転用の目的 宅地開発、２月１７日受付、２月

２１日処理。 

 

以上でございます。 

 

議 長   質問はありますでしょうか。 

 

委 員   特になし 

 

議 長   それでは１件目の報告を終了させていただきます。中村委員の

入室を許可します。 

 

～中村委員入室～ 

 

議 長   ２件目以降の専決処理報告をお願いいたします。 

 

事務局   ２件目、土地の表示 中里五丁目１０５６番４、地目 畑、地

積 ７３７㎡、他２筆、合計 １３８９．０５㎡、転用の目的 

戸建建築、２月１８日受付、２月２１日処理。 

 

３件目、土地の表示 中里三丁目１０９９番１、地目 畑、地



積 ６００㎡、転用の目的 共同住宅、２月２８日受付、３月

５日処理。権利の存続期間、令和２年２月２８日より１０年

間。 

 

４件目、土地の表示 野塩四丁目６７番１０、地目 畑、地積 

６２８㎡、転用の目的 専用住宅、３月９日受付、３月１２日

処理。 

 

以上でございます。 

 

議 長   各委員は何か質問はございますか。 

 

委 員   特になし 

 

議 長   以上が報告です。議案第４号、その他を議題とさせていただき

ます。 

 

（１）令和元年度農業委員会活動の点検・評価（案）（２）令

和２年度農業委員会活動計画（案）について。事務局より説明

をお願いいたします。 

 

事務局   まず活動計画についてですが、昨年との大きな違いは７月に農 

業委員さんの改選を迎えるということで、新委員さんへの引継

ぎ、今ある懸案事項に関してはそれまでに解決していきたいと

思います。それ以外は初回の特定生産緑地の指定の部分と申請

し忘れのないように、特定生産緑地、さらには都市農地貸借円

滑化法、その有効的な活用法等について計画に織り込んでいま

す。活動計画についてはその内容を実践するために、どのよう

にするか計画に織り込んでいます。特に今年度は講師を呼んで

農業委員会主催で色々な勉強会を開催いたしました。もしまだ

理解を深めていない方がいらっしゃいましたら、農業委員会で

このような勉強会を開催していきたいと思っています。今年度

の活動計画の実行状況の点検と評価になっています。活動の集

約は認定農業者の面積を集計するということがございましてさ

らには更新している状況です。どうしても相続で農地が減少し

てしまいます。これにつきましては新たな制度、特定生産緑地

や都市農地貸借円滑化法などの勉強をしていただき、認定農業

者の方が営農困難の方から農地を借り、営農に邁進していただ

いている事例があり、引き続きそのような取り組みをしていた

だければと思います。座談会にもみなさん出席していただいて



いるので農家の皆様からいただいた意見がありましたというこ

とで、反映させていただいております。地域農業者からの意見

ということで、肥培管理の不適切な生産緑地は特定生産緑地に

安易にしないでほしいというご意見がございました。その辺は

まちづくり課に話して安易に特定にはしないという回答をいた

だいております。皆様の働きのおかげで、一度農地転用を出し

た農地は生産緑地に再指定はできないとなっていたのですが、

都市農地推進協議会との連携でＵターン農地の指定が可能にな

りましたので、さらに農地を保全していく活動として取り組ん

でいけるという内容を報告として記載しております。活動計

画、活動点検評価案については以上です。 

 

議 長   以上が内容です。よろしいですね。 

 

委 員   はい。 

 

議 長   （３）会議等の報告について。 

 

①第６１回東京都農業委員会・農業者大会。令和２年２月２０

日（木）午後１時より KOTORIホールで開催しました。参加者

は受賞者と、農業委員と事務局です。これは皆さん行っていま

すのでよろしいですね。 

 

委 員   はい。 

 

議 長   （４）会議等の日程について報告させていただきます。 

 

①北多摩地区農業委員会連合会理事会。令和２年４月１３日

（月）午後１０時５０分より、立川市役所にて行われます。参

加者は会長、事務局です。 

 

②令和２年第４回農業委員会。令和２年４月２７日（月)午前

９時より、清瀬市健康センターにて行われます。 

 

以上ですべての議案が終了です。職務代理より、閉会をお願い

します。 

 

職務代理   慎重審議ありがとうございます。以上をもちまして、第３回清

瀬市農業委員会閉会致します。お疲れさまでした。 

 



 

以上会議の顛末を記載し相違ないことを証する為、これを署名捺印する。 

      

       議    長    （松村 俊夫） 

 

  署名委員（第５番）  （後藤 由美子） 

 

  署名委員（第６番）  （横山 眞一） 


